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 構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）に基づく規制の特例措置につ

いては、特例措置の実施状況等に照らし全国展開の是非等の評価を行っているとこ

ろである。当該評価の実施時期については、本委員会において検討を行い、構造改

革特別区域推進本部長に意見を提出しているところである。 

この度、構造改革特別区域計画の認定が初めて行われた規制の特例措置及び改め

て評価を行う必要がある規制の特例措置について、規制所管省庁の長から提出のあ

った調査スケジュールに基づき評価時期の検討を行った。 

その結果、当該規制の特例措置の評価時期について、本委員会の意見は以下のと

おりとする。 

 
○初めて評価時期を検討したもの 

番号 特例事業名 評価時期 

１０１２ 
地方競馬における七重勝単勝式勝馬投票法の 
実施事業 

平成２５年度 

 
○改めて評価時期を検討したもの 

番号 特例事業名 評価時期 

９２０ 
公立保育所における給食の外部搬入方式の 
容認事業（３歳未満児に関する事項） 

平成２４年度 

 


